
市立幼稚園における 

一時預かり事業（幼稚園型）について 

 

 

対  象 在園児のみ 

時 間 

月～金曜日 午後 2 時 30 分～午後 5 時まで 

長期休業期間 

（夏季･冬季･春季） 
午前 8 時 30 分～午後 5 時まで 

預かり 

保育料 

日 利 用 1 日 ３００円 

月 利 用 月額 ３，５００円 

 

【注】 ・預かり保育料にはおやつ代が含まれます。 

    ・長期休業中の給食はありません。 

    ・休日（土･日曜日、国民の休日、年末年始）は実施されません。 

※１号認定とは別に、「保育の必要性の認定」を受けた場合、預かり保育料が無償

化されます。（別途、認定申請書の提出が必要です。） 

 ただし、預かり保育料に含まれているおやつ代（利用１回あたり 30 円）につい

ては、無償化の対象になりません。 


